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追加最小負債に係る無形資産の資産性

小 川 淳 乎

Ⅰ は じ め に

企業内のヒトの能力,たとえば,職務への精通度および熟練度や就業に対す

る意欲が高まれば,ヒトにより構成される組織によって運営される企業の生み

出す価値そのものも上昇する,と一般に考えることができるであろう｡ たとえ

ば,ストアク･オプション制度は,株価や利益数値を指標とした企業価値の変

動に応じて報酬額が決定される制度であり,金銭によって直接的に動機付けら

れる効果を狙ったものである｡ かかる制度によって企業価値が上昇すれば,オ

プションを付与された個人のみならず株主の利益にも貢献することになる｡ た

だし,現行の会計制度においては,経済的便益をもたらす人的資本の価値その

ものを資産として認識することは認められていない｡

アメリカの財務会計基準書第87号 『年金に係る雇用者の会計』 (Statement

ofFinancialAccountingStandards(SFAS)No.87,Employer'sAccountingfor

pension,以下 SFAS87号と記す)では,累積給付債務 (AccumulatedBenefit

Obligation,以下 ABO と記す)1)が制度資産2)を超過する場合の差額である追

加最小負債のうち,未認識過去勤務費用3)の金額の範囲内において無形資産が

1) ABO は,仝従業員への退職給付に関して受給権の確定している部分および受給権の未確定の

部分に対する退職給付債務であり,予測給付債務に含まれる賃金給与の上昇率等の将来時点での

発生を包含しない概念である｡

2) 制度資産とは,退職給付のために企業が蓄積 している資産を意味する｡

3) 過去勤務費用とは,当期中の給付制度の変更等により,前期までに従業員が接供 した勤務に係

る給付プランの変更等により生じた利得または損失であり,たとえば,物価水準の期待外の上昇

により退職給付が増加 した場合は,企業の支払義務価額が上昇するため損失が発生する｡このよ

うな一時的損失が-会計期間のみに影響を及ぼすことを避けるために,当該変動額が一定の範/
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認識される｡ かかる無形資産計上の根拠には,労働意欲の向上や生産性水準の

上昇による経済的便益の発生が詣われている｡ 本稿では,当該無形資産の認識

は適切であるのか否かについて述べたうえで,追加最小負債という負債の認識

においていかなる会計事象が生じているのかについて検討する｡

ⅠⅠ 無形資産の定義

1 無形資産の定義

Lev[2001]では,資産は ｢商業上の財産からもたらされる収益,債券から

得られる利息収入,および製造設備から生じるキャッシュ･フローのような将

来のベネフィットに対する請求権である｣とされ,無形資産は ｢物理的形態ま

たは金融商品としての形態 (株券または債券)を有しない将来のベネフィット

に対する請求権である｣(Lev[2001]p.5,邦訳10ページ)と定義されている｡

かかる定義によると,資産とは ｢将来の経済的便益の源泉｣であり,当該ベネ

フィットに係る請求権であるとされる｡ このような資産は有形資産と無形資産

とに大別できるが,後者の無形資産とは,将来の便益をもたらす源泉であるが,

物理的形態を有さず,また金融商品とも異なる請求権となろう4)｡本稿では,

会計学の領域におけるSFAS87号を議論の対象としていることから,アメリ

カ財務会計基準審議会 (FinancialAccountingStandardsBoard,以下 FASB

と記す)の概念フレームワーク5)に依拠して,将来の経済的便益としての資産

概念に基づいて無形資産の議論を進めることとする｡

＼開 (回廊 (corridor):予測給付債務または制度資産のいずれか大きい額の上下10%未満)内で

あれば,全額を未認識として一定期間にわたって償却される (FASB[1985a]par.32)｡なお,

SFAS87号は給付水準の引上げを中心に展開されており,引下げ時の退職給付費用に関しては

直接的な言及はなされていないが,引下げ時には退職給付債務自体が減少するため,認識される

追加最小負債および無形資産も減少ないし消滅することになる｡したがって,本稿では給付水準

の引上げ時に生じる過去勤務費用についてのみ論じる｡

4) FASBも無形資産について同様の定義をしている (FASB[2001a〕par.39)｡なお現在,無形

資産ないし知的財産に関する総括的研究は,主にヨーロッパにおいて盛んに行われている｡EU
MERITUMProject[2002],EUPRISMResearchConsortium[2003]などを参照されたい｡

5)FASB[1985b】pars.25-31などを参照｡
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2 無形資産とのれん

無形資産には様々な性質のものが含まれるが,特許権,商標権,および意匠

権等の契約ないし法律に背景をもつ要素と,それ以外の要素とに区分すること

ができる｡一方,無形の企業価値の源泉として以前から議論され続けているも

のとして ｢のれん (goodwill)｣があげられる6'｡のれんは,一般に,予測され

た超過収益力の割引価値 (patonandLittleton[1940]p.92)であるとされる｡

企業内部のいずれかに潜在している価値であって,財務諸表において認識され

ている純資産価値を超過する額であるといわれる7'｡たとえば,ohlson[1995]

による残余利益 (residualincome)8'は,純資産簿価に基づいて計算された恒

常利益を超過する利益であり,純資産簿価に残余利益の割引現在価値を加算し

だ額が企業価値となる｡ この場合,残余利益の割引硯在価値が,企業の超過収

益力であるのれん価値をあらわすことになる｡

のれんの認識に関する現行の制度会計では,のれんの取得原価を検証できる

場合,すなわち,パーチェス法に基づく企業結合時の取得会社による支払対価

と被取得会社の純資産価値との差額がある場合にのみ,当該差額をのれんとし

て認識することが可能であり,自ら開発した技術やデザイン等に基づくのれん

を財務諸表に計上することはできない｡支払対価には取得会社が拠出した硯金

の支払額または交換株式の公正価値が想定され,その比較対象となる純資産価

値は,被取得合併会社の識別可能褒産および識別可能負債を公正価値により再

評価した差額となる｡

このように,パーチェス法の場合,企業結合における取得会社による他の経

6) 20世紀初頭ののれん研究に関しては高瀬 [1930]に詳しい｡
7) のれんの定義に関する具体的な分類およびその検討についてはGynther[1969],MaandHop-

kins[1988〕pp.76-80および梅原 [2000]9-25ページを参照｡

8) 残余利益評価モデル:Pi-y,+∑R芦EtlX,0.T] yt-i時点の純資産簿価,P,-時点tの企業のr=1

純資産市場価値,Rf-無リスク利子率(r)+ 1,E,-時点才の情報に基づく予測オペレータ,
Xl.I-t十丁時点の純利益とすると,X l.Ta(-Xl十r-rBf.T)(i+ T時点における純利益から純資産
簿価に無リスク利子率を乗じた期待利益を滅算した金額)がt+ r時点の残余利益となる｡詳し
くは,Ohlson[1995],井上 [2000]および太田 [2000〕などを参照｡
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済主体の取得は,通常の財の購入と同等であるとみなして,市場で他の経済主

体を公正価値により取得することであると想定している｡ その際に公正価値を

超過する対価を支払った場合には,取得会社が他の経済主体を取得した場合に

起こりうる両者間の相互作用によって創出される価値であるシナジーを見込ん

でいると考えられ,当該超過額が,のれん (営業権)として貸借対照表に表示

されることになる｡

以上のように,現行制度では企業結合時に発生する買入のれんのみが認識の

対象となり,それ以外ののれん,すなわち自己創設のれんの計上は原則として

認められていない｡したがって,超過収益力をあらわすのれんの本質的な解釈

では,のれんは純資産価値9)に反映されていない無形資産一般を意味すること

になり,企業結合時に公正価値評価された資産および負債の純額としての純資

産公正価値と取得企業の支払価額との差額をあらわすのれん (買入のれん ･営

業権)とは,その範囲や内容に相違があるといえる｡

SFAS141号 『企業結合』 (BusinessCombinations)では,買入のれんの範囲

内において,前述した法的権利性と分離可能性の二規準に照らして適合するも

の,たとえば被取得企業が所有していた特許権や商標権などを特定の無形資産

項目として積極的に認識するよう求めている川)｡

ⅠⅠI SPAS87号における無形資産の認識

アメリカにおける退職給付に係る現行の会計基準であるSFAS87号では,

わが国の基準や国際会計基準等とは異なる会計処理が規定されている｡ 両者と

もに,予測給付債務 (projectedBenefitObligation,以下 PBO と記す)川 に基

9) 純資産価値には,① 純資産簿価,② 資産および負債の簿価を公正価値により再評価 した純額,

そして ③ 識別可能なすべての資産および負債を公正価値により再評価した純額が考えられるが,

ここでの理論的な純嚢産価値は③を意味する｡

10) 当該特定無形資産の認識は,原価配分の概念に基づくものであり,のれんとして一括して認識

するのではなく,個々の資産の特性を反映した会計処理を適用することによって会計情報の信頼

性ないし有用性を高めることを目的としていると考えられる｡

ll) PB()は,将来に発生すると予測される退職給付の現在価値である退職給付債務の一一類型であ

り,将来の給与水準の上昇率やインフレーション比率等をも内包した概念である｡
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づいて退職給付負債および退職給付費用等の認識および測定がなされるが,節

者においてのみ,追加的な負債等の認識として,ABOを利用 した会計手続き

が求められ,また一定の条件下では無形資産が認識されることになる｡ 以下で

は,いかなる計算プロセスにより無形資産が認識されるのか,そして当該無形

資産の認識についてアメリカの会計基準設定主体であるFASBはいかなる根

拠を述べているのかを記述し,後に当該無形資産の認識に内在する問題性につ

いて議論する｡

1 SFAS87号での無形資産の計算プロセス

SFAS87号には,追加最小負債という概念があり,当該負債に伴って発生

するものとして ｢無形資産｣およびその他包括利益の一項目に分類される ｢最

小年金負債調整額｣という勘定項目が存在する｡ かかる諸項目の計算において

はABOが採用され,実質的な末積立部分の一部を追加的に認識する会計処理

を設けている｡

第 1段階として,フローとして発生する退職給付費用を損益計算書に計上し,

かかる費用額が,当期中における,企業から外部機関に拠出された掛金に前期

繰越の未払または前払年金費用を加減した額よりも多い場合,つまり貸方残で

ある場合には,貸借対照表に ｢未払年金費用｣12)として負債が計上される一方,

少ない場合,つまり借方残である場合には,｢前払年金費用｣として資産が計

上される｡

第二段階として,ABOが期末の制度資産の公正価値評価額を超過する場合

には,追加最小負債を認識することになる｡ 追加最小負債は 日)ABOの制

度資産超過額である末積立 ABOから未払年金費用を控除 した額,または

(2)末積立 ABOから前払年金費用を加算した額,および (3)未払また

は前払年金費用がない場合は末積立 ABOの額となる (FASB[1985a]par.

36)｡当該追加最小負債は,未認識の過去勤務費用や数理上の利得または損

12) わが国の基準では ｢退職給付引当金｣に相当する｡
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失-3)が存在することによって生じる,企業が財務諸表において認識する最低限

度の負債であるといえよう｡

さらに,追加最小負債のうち,未認識過去勤務費用額を超過する部分は,最

小年金負債調整額として ｢その他の包括利益｣の構成要素 とな り (FASB

[1997]par.17),包括利益を考慮した損益計算書または包括利益計算書を経て

貸借対照表の資本の部の一部を構成し,未認識過去勤務費用相当額は,無形資

産として貸借対照表の資産の部にて認識されることになる (FASB[1985a]

par.37)｡ 以下に簡単な数値例を示す1/''｡

【事例】 未払年金費用発生時の追加最小負債に係る会計処理

〔計算条件〕

AB0 3,000,制度資産 (公正価値評価額)2,000,当期の退職給付費用 1,200,

期末の末認識過去勤務費用 500,当期の掛金拠出額 (現金預金)1､000

(退職給付費用の認識)

(倍) 退職給付費用 1,200

(掛金の拠出)

(借) 未払年金費用 1,000

(追加最小負債の認識)

(借) 無 形 資 産 500

最小年金負債調整額 300

(質) 未払年金費用 1,200

(質) 現 金 預 金 1,000

(質) 追加最小負債 800

〔計算方法〕

･末 積 立 ABO:ABO-制度資産の公正価値 -3,000…2,000- 1,000

｡追 加 最 小 負 債 :末積立 ABO一 未払年金費用 -1,000-200-800

｡無 形 資 産 :追加最小負債 800>末認識過去勤務費用 500 ∴500

･歳小年金負債調整額 :追加最小負債 一無形資産 -800-500-300

13) 数押上の利得または損失とは,数理計算上の諸仮定に変更等が生じた場合,たとえば割引率が

変更された場合などでは,現在価値 として測定される退職給付債務価額に変動が生じる｡

14) 拙稿 [2002]84ページを参照｡
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〔図表〕 末積立 ABO発生時の企業の貸借対照表への影響

企業の期末貸借対照表

ABOによる

年金基金の期末貸借対照表

制度資産2,000 I: :ooo
200･800

未積立ABO｣ .

資本の減少

2 追加最小負債認識の根拠

当該無形資産を考察する前提 として,SFAS87号において追加最小負債

というユニークな規定が設けられた理論的ないし実践的な理由とその背景

について理解を深める必要があろう｡SFAS87号設定以前の退職給付に関

する会計基準であった APB意見書第 8号 『年金プランに係る費用の会計』

(AccountingPrinciplesBoardOpinionNo.8,Accl'untingfo7･theCostofPen-

sionPlans)において,認識される退職給付に係る負債および費用が,退職給

付に関するすべてのリスクを開示しているわけではないことが問題視されてい

た｡

一般的には当期に認識すべき制度資産の積立不足分が費用処理され,かかる

費用と同額の掛金が拠出されることにより積立不足が解消されることになる｡

しかし,過去勤務費用および数理上の利得または損失が期中に発生した場合,

当該発生額の全部または一部が未認識処理されることによって,制度資産と退

職給付債務 との実質的差額部分が存続し,一部がオフバランス化されることに
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なる｡ つまり,退職給付費用のみによって退職給付に係る負債を財務諸表上で

把握することには限界が存在している｡ このことは財務諸表利用者の意思決定

有用性を妨げるものであるとされ-5),この間題を解決する一手法として実質的

な退職給付の支払義務を財務諸表に表示することを目的として,追加最小負債

の会計手続きが SFAS87号に盛り込まれるに至ったのである｡

ただし,かかる追加最小負債の測定にはABOの採用が求められているが,

当該目的を完遂するためには,公正価値評価された制度資産との比較対象とし

て,退職給付費用の計算の際に利用されるPBOが採用されなければならず,

さもなければオフバランスとなる退職給付に係る負債価額のすべてを財務諸表

に反映させることはできない｡当該処理規定に基づ くとPBOとAB()との差

額部分がオフバランスとされてしまう｡ また,変動差異として生じる過去勤務

費用と数理上の利得または損失のうち,過去勤務費用についてのみ ABOの計

算に含められる (FASB[1985a]pars.37and160)｡

ABOの採用理由としては,PBOは将来の報酬水準等を含む不確実性の高

い諸要素が反映されている一方,ABOは概念的に認識可能性を確実視するこ

とができ (FASB[1985a]par.99),貸借対照表に直接的に表示される負債の

認識および測 定上の信頼性の水準を維持することが可能であると考えられてい

ることがあげられよう｡ しかし,測定の不確実性の問題は,PBOが退職給付

費用および退職給付負債の計算において採用されていることにも潜在しており,

とりわけ追加最小負債にのみ該当する論理ではない｡ここに,SFAS87の負

債概念をめぐるいびつな構造が見てとれる｡

3 無形資産認識の根拠と問題点

当該無形資産は,追加最小負債のうち未認識過去勤務費用相当額となる｡そ

もそも,過去勤務費用とは,遡及的な給付プランの改訂等により発生する企業

側の履行義務の増減である｡企業は ｢従業員の中途退職の減少,生産性の改善,

15) FASB[1978]pars.32-54.を参照O
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および現金報酬の増減要求の減少｣といった将来の一定期間にわたって発生す

る経済的便益を獲得することになるため,FASBは過去勤務費用の発生に基

づ く無形資産を認識することは合理的であるとしている (FASB[1985a〕par.

159)｡

また,現役の従業員が受給権に基づいて実際に給付を受けるのは退職以後と

なる｡ 追加最小負債として実質的な制度資産の未積立金額を貸借対照表の負債

の部に計上することにより,従業員は退職後の給付源泉が企業内部に留保され

ていることを財務諸表という公開情報を通じて認知することができる｡ 経営者

からすれば,将来の給付義務を自ら表示することによって,現役の従業員が過

去において提供した労働サービスの対価を確実に支払うことを明示し,将来の

労働意欲を喚起するというシグナリング効果附を見込むことができる｡ その結

果として,従業員の労働意欲が向上する効果があるとも考えられる｡ したがっ

て,当該無形資産が将来キャッシュ･フローを生み出す源泉としての性質ない

し資産性を有すると解釈することもできよう｡

ただし,この無形資産には複数の不確実性が含まれているのも事実であろう｡

そもそもABOは複数の因子によって複雑な影響を受ける現在価値による測定

値である｡ そのうえ,末認識過去勤務費用の範囲内にて追加的な負債を認識す

ることによる労働意欲の向上が,どれほどの生産性を高め,またどの程度期待

将来キャッシュ･フローの生成に寄与しているのかを一定の信頼性水準をもっ

て予測することは非常に困難であり,かつその測定は経営者の意思に基づ く行

為であるため,評価における窓意性が低いと判断することは難しいと言わざる

をえないからである17'｡

16) シグナリングとは,情報の不確実性が存在する状況で,情報優位者が情報劣位者に対しで情報

(シグナル)を提供することにより,当事者間の情報の非対称性を緩和させる行為または現象で

ある｡詳 しくは Spenceh973]などを参照｡

17) SPAS87号においても無形資産の計上に疑問を墨する意見が掲載されている (FASB[1985a]

par,158)0
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Ⅰv SFAS87号における無形資産の性質

1 無形資産としての位置付け

sFAS87号による無形資産の認識の根拠が,給付プラン改訂による将来の

経済的便益の発生にあり,その源泉が従業員の労働意欲ないし生産性の向上を

根拠としていることは前述したとおりである｡ 特定の経済的行為により,従業

員個人の労働意欲が高まり,また従業員の集団としての生産性の水準が上昇す

る場合には,当該行為を一つの投資行動と解し,かかる投資行動によって生み

出される価値が一定の要件を満たすのであれば無形資産として認識されること

も可能であるとも考えられる｡ ここでの問題は,経済的行為の性質と無形資産

としての認識要件であろう｡

sFAS87号での経済的行為とは,企業が給付制度を改訂 し新たな現金支払

義務を引き受ける決定をなしたことであり,当該キャッシュ･アウトフローの

割引現在価値を測定することは,制度化されている退職給付債務の測定と同等

の信頼性水準にて可能である｡ ただし,この測定値はコストの算定値であり,

当該経済的行為によって生ずる将来キャッシュ･インフローに基づく経済的便

益の見積 りではない｡国際会計基準38号 『無形資産』(InternationalAccount-

ingStandardNo.38,IntangibleAssets)における開発費の資産認識と同様に,

発生した過去勤務費用が将来の経済的便益にどの程度貢献しているのかを検証

することが必要となる｡ つまり,過去勤務費用のうち,労働意欲を高めること

に貢献した部分を分離して測定する必要があり,認識される無形資産も過去勤

務費用の一部ないし全部となるであろう｡ また,当該無形資産は法的な権利を

表象するものではなく,また給付水準の改訂が企業の収益力に及ぼす効果を独

立 して評価することは非常に困難であるといえる｡

そのうえ,現在の制度では,無形資産を企業結合時の買入のれんの範囲内の

みにて認識しているが,給付プランの改訂は,企業結合が想定している企業外

部の他の経済主体との取引行為ではない｡したがって,SFAS87号での無形
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資産の源泉を,当該基準の記述に基づいた従業員の労働意欲ないし生産性の向

上であるとすると,当該無形資産の計上は自己創設のれんの認識となり,概念

フレームワークや他の会計基準からなる制度会計の枠組み内部の整合性から逸

脱していることになるであろう18)0

2 追加最小負債に係る借方の性質の吟味

そこで,当該無形資産をそもそもの発生原因に戻って考察を続ける｡ 前章に

て概説したように,ABO と制度資産との差額分として貸借対照表において追

加最小負債が認識される｡ここで問題とされるのは,追加最小負債の発生に

伴って生じる借方項目の位置付けである｡FASBは,まさに追加的に発生し

た追加最小負債という ｢負債｣の増加を,無形資産という ｢資産｣の増加と,

その他包括利益の構成要素である最小年金負債調整勘定という ｢資本｣の控除

項目とによって調整している (第Ⅲ章 1節に示した事例を参照)｡換言すれば,

ABO と制度資産との公正価値評価差額を反映した負債の増加に伴う影響を,

期間損益計算に含めることなく,つまり損益計算書を経由せずに貸借対照表の

みにて処理している｡ そのうえで,追加最小負債のみならず,PBO と制度資

産との差異である実質的な積立不足は,毎期にわたって認識される退職給付費

用の一部として償却されることになる. このような計算プロセスを経ることに

よって,退職給付に係る公正価値差額が及ぼす当期損益の変動性を減少させ,

適正な損益計算を維持することが意図されているといえる｡

一方,負債が増加すれば,将来支出の増加として費用を認識することが素直

な解釈であるとも考えられる｡ 当該会計事象では,社債発行時のように現金等

の特定の資産を獲得しているわけではなく,当該負債に関する請求権の担保性

は,不特定資産に拘束されていると想定される｡ただし,当該費用を当期に帰

18) この場合の会計制度の一貫性とは,アメリカの概念フレームワークとの整合性を意味するが,

各基準が整合性を持つべきであるというのも一つの観点にすぎず,総論で原則を述べ,各論に七

実践的な利害調整を図るという立場もあるはずであり,いかなる制度であるのかは,制度の影響

を受ける人々ないし組織の価値判断であると考えられる｡
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属する費用であるとすると,退職給付に係る公正価値差額の一部が直接的に毎

期の純利益を変動させることになる｡ このことは,未認識処理による期間損益

からの過度なボラティリティの排除というSFAS87号の導入時に掲げられて

いる原則の一つに反することになる19)｡

次に,かかる費用を一時的に繰り延べ,末費消原価の繰り延べである繰延費

用であると想定する20)｡この場合,新たな将来の支払義務の発生として追加最

小負債が認識され,その対照項目として費用が認識されることになる｡ 当該追

加最小負債のうち未認識過去勤務費用の相当額は,給付プランの改訂による企

業の支払義務価額の増加,つまり従業員の退職給付受給額の増大である｡ 当該

改訂によって将来の一定期間にわたり収益が発生すると認められるのであれば,

当該収益の発生に対応した費用を収益の発生期間に配分するために繰延処理を

することになり,プラン改訂によって生じた過去勤務費用を資産として認識す

ることになる｡ ここでは,過去勤務費用として発生したもののうちその全額を

資産として一時的に認識し,その後の会計期間に配分するという会計処理をす

ることとなる｡ かかる会計処理は,未認識過去勤務費用を上限として資産を認

識し,当該資産がもたらす経済的便益の評価を伴わず,支払義務の変動額が将

来のキャッシュ･フローにより見積られることなく,資産額が決定されるとい

う点で SFAS87号の会計手続きとも整合している｡

19) 未認識処理のほか,退職給付に係る費用 (場合によっては収益)を純額で認識すること,およ

び負債と資本を相殺して貸借対照表に計上することの3つが基準設定当時までの実務から継承さ

れた鍵概念とされている｡(FASB[1985a〕pars.84-93)ただし,過去勤務費用に限っては,

PBOや制度資産の公正価値の期間変動を表す数理上の利得または損失とは異なり,その発生は

過去において従業員がなした労働等に対する対価支払義務の増減であり,その金額は過年度損益

修正を意味することになるので,本来は即時に一括償却されることが適切であるとも考えられる｡

20) 当該繰延費用は,収益および収益の発生に対応した費用が意思決定時点から将来の一定期間に

わたって発生するという点では開発費や創立費等の繰延資産と同様の性質を有するが,キャッ

シュ･アウトフローが過去または現在の意思決定時点ではなく,将来時点において流出するとい

う点に相違があるため,繰延資産とは異なる性質を有すると解される｡ただし,商法において認

められている繰延資産項目のすべてが上記と同様の性質を有しているわけではなく,たとえば社

債発行差金は,社債の割引発行時における額面価額と発行価額の差額であるが,社債契約時に

キャッシェ＼･アウトフローを伴うものではない｡繰延資産においても理論の一貫性のみにて制度

を説明することはできない｡
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ただし,当該繰延費用が現行の概念フレームワークと整合的であるのかにつ

いては議論の余地がある｡概念フレームワークは,発生主義会計の適用による

繰延費用の資産計上そのものを否定してはいない｡たとえば,前払費用項目で

ある前払保険料や前払家賃は依然として資産として認識されている｡ ただし,

無条件に費用の繰延項目に資産性を認めているのではなく,将来の経済的便益

またはキャッシュ･インフローがもたらされるのか否かという制約を付してい

る｡ そのうえで,実践的な配慮 (practicalconsiderations) として,将来の経

済的便益が得られるもののうち,その発生の可能性が高い項目のみに資産性を

認めている2-)｡

当該繰延費用に将来の経済的便益が存在しているか否かを判断すること自体

が難題であるが,給付プランの改訂による退職給付の増加により労働インセン

ティブが上昇することによって将来便益が発生すると仮定しよう｡ この場合,

当該将来便益の発生可能性が高いことが求められる｡ ただし,かかる労働イン

センティブによる経済的便益の発生可能性とその程度を経営者が見積もること

になり,前述の通 り,かかる見積 りの不確実性が高いことは否定しえない｡し

たがって,仮に将来便益の発生可能性がありかつその程度が高いとしても,当

該繰延費用を資産認識することは困難であろう｡ このことは,物価水準や

GDP等の上昇による給与の将来増加分を資産として認識することが現行実務

上行われていないこととも整合 している｡ よって,FASBは,本来は費用 と

しての性質を有する追加最小負債の借方項目を,当期の費用としても,または

21) FASB[1985b]pars.171-182を参照されたい｡なお,負債の対照項目として資産を認識する

会計処理はSFAS87号に限ったものではない｡たとえば sFAS143号 『資産の除却義務の会計』
では,長期利用日的の有形固定資産の場合,嚢産取得時に将来発生することが予測される当該資

産に係る除去費用の硯右目酎直を負債として,またその等価額を寮産除却費用 (assetretirement

eost)という資産として認識するものである｡つまり,将来の支払義務を負債として計上する一

方で,当該支払義務の増加を費用として一会計期間に反映させるのではなく,かかる資産の利用

期間にわたって繰り延べて償却しているO詳しくは,坂井 [2004]および松本 [2006]を参照さ

れたい｡なお,資産除却費用は他の資産と分離不可能であり,また資産除却義務を負う契約にお

いて無形資産を取得することはいかなる状況でも想定しえないため,資産除却費用としての資産

計上が求められている (FASB[2001b]pars.B42-B47)｡
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繰延費用 (または繰延資産)としても採用することができなかったのではない

かと推察される｡ そこで,前節で触れた自己創設のれんの問題を認識しつつも,

無形資産という勘定を設けるに至ったと解釈することも可能であろう｡

Ⅴ あ わ り に

本稿では,SFAS87号にて規定されている ｢無形資産｣および追加最小負

債の認識に伴う借方項目の性質について検討を重ねてきた｡FASBが基準書

において記述している労働意欲の向上に起因する無形資産は,自己創設のれん

に内包される概念であり,現在の制度会計の枠組みとは一貫性を有していない

ことが明らかとなった｡次に,追加最小負債に伴う対照項目は本来的には費用

であるとの観点から,当該借方項目を期間費用または繰延費用として解釈する

ことを試みたが, 遅延認識を用いた適正な期間損益計算の維持概念や,資産の

償却性の問題,そして概念フレームワークとの非整合性の観点から,硯行会計

制度とかならずLも理論的な首尾一貫性を有さないことが理解された22'｡

SFAS87号設定当時の FASBは,退職給付制度の財務諸表-の反映にあた

り,企業の実質的な権利および義務を財務諸表上で開示するために追加最小負

債を設ける必要性があったが,その対照項目をすべて最小年金負債調整額とす

ると,その他包括利益ないし資本の部に与える影響が著しく大きくなる虞があ

る｡ すなわち,最小年金負債調整額は,資本の減少および負債の増加を伴うそ

の他包括利益項目であるので,当該項目が計上されるだけ純資産が減少するこ

とになる｡ また,当該会計処理では財務諸表数値の変動性が高まり,ボラティ

リティの低減を目的として末認識会計処理を求めた現行の退職給付会計基準の

設定趣旨に結果的に反することとなってしまう可能性がある｡ これには,追加

22) 資本市場での情報価値に焦点を当てている,当該無形嚢産に係る実証研究の論稿について,会

計の主要雑誌 (1985年以降の TheAccountingReview,JournalofAeeountingandEconornies,

JournalofAeLl0untingResearch,AccountingH()rizons,AccountingandBusinessResearehな

ど)において見出すことができなかった｡かかる会計情報についての資本市場の反応や有用性に

ついての検討は残された課題の一つであるo
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最小負債の認識に PBO を採用すると財務諸表-の著しい影響が避けられない

とする当時の産業界からの強い批判および要請があったといわれ,SFAS87

号の基準設定の背景においても ｢予測給付債務と制度資産の差額として測定さ

れる純年金負債または資産を認識することが,概念的に妥当かつ望ましいと考

えている｣が,｢これまでの実務からの著しい変更となるので,現時点では採

用できない｣(FASB[1985a〕par.107)と述べられている23)｡そこで,従業員

の労働意欲の向上や生産性水準の上昇に基づ く無形資産をバッファーとして採

用し,退職給付の会計基準内部での整合性を維持し,他の会計制度との整合性

を無視した形で,社会的反発との妥協点を見出したと考えることも過膚ではな

いと思われる2̀i)｡

他方において,国際会計基準審議会 (InternationalAccountingStandards

Board,以下 IASB と記す)は,2004年 4月の公開草案 (Amendmentsto

IAS 19EmployeeBenefits,Actuarz'alGaz'nsandIJOSSeS,Group Plansand

Disclosures)を経て,2004年12月16日に IAS19号 『従業員給付』 (Employee

Benefits)の改訂案を公表した｡そのなかで,数理上の利得または損失は,発

生年度に損益計算書外の持分変動計算書において即時に認識する方法を選択的

に適用できるように追加規定された2㌔ また,FASBは,IASBと概念フレー

ムワークおよび各種の会計基準の相違を解消するための統合プロジェクトを

2002年から開始しているが26',当該プロジェクトにおいて,将来的には,数理

上の利得または損失ならびに過去勤務費用の即時認識への一本化,つまり未認

23) 中村 [2003]113ページに詳しい0

24) 大塚 [1990]は,利害関係者として経営者,投資家および債権者を想定し,FASBによる各

主体間の利害調整という政治プロセスの結果として,負債の拡大という経営者にとっての負の要

因に対する正の要素の提供として無形嚢産の認識を捉えることができると述べているO

25) IASB〔2O()4b]では,数理上の利得または損失について規定したパラグラフ92および93にパ

ラグラフ93Aから93Dを新たに追加し,認識収益費用計算書 (Statementofreeognisedincome

andexpense)という計算書において,数理上の利得または損失に係る公正価値評価差額を開示

することが求められている｡

26) 2002年9月に両審議会の間で取り交わされた ｢ノーウオーク合意｣(MemorandumofUnder

standing,̀､TheNorwalkAg7-Cement")以後に共同作業が開始されている｡
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識処理の排除について暫定的ながら合意に達している｡

以上のように,FASBによる硯行制度では,遅延認識を鍵概念とした退職

給付会計制度が採用されているが,将来は退職給付に係る資産および負債の公

正価値差額を即時認識するという方向性にあることは現時点では明らかなよう

である｡ その際には,会計制度や基準間での整合性は別の像として措かれるこ

とになろう｡ 会計基準は,その影響下に置かれる各種の経済主体の利害に直接

的または間接的に係わるものであり,理論的な整合性や妥当性,または普遍性

によってのみ成り立つとは限らない｡一国または-地域内においては社会的 ･

経済的な諸前提には固有のものがあり,その中で政府や企業を主体とした利害

調整としての政治プロセスの結果として会計基準が組成されるとすれば,理論

的な論理整合性および政治的意思決定プロセスとの両者を検討することが現状

の記述的説明には必要となるが,本論文の対象は前者であり,その範囲におい

て現状の非整合性や矛盾点を象り出すことができたとすれば幸いである｡
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